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　　　１　はじめに

　男女共同参画社会の実現に向けて、男性に対する積極的な働きかけは喫緊

の課題であり、男女共同参画を男性の視点から捉えたさまざまな施策が進め

られているところである。2010(平成 22) 年 12 月に閣議決定された「第 3 次

男女共同参画基本計画」では、「男性、子どもにとっての男女共同参画」（第

3 分野）が改めて強調される視点の 1 つとなっている。国立女性教育会館に

おいても、この喫緊の課題に焦点をあて、2011・2012(平成 23・24) 年度に「男

性の家庭・地域への参画を促進するための調査研究及びプログラム開発」を

実施した。この調査研究では、女性 / 男女共同参画センター等で実施する男

性を対象とした取組や、男性が行っている地域活動等について把握・分析し

た上で、指導者・支援者が男性の家庭・地域参画を進める学習プログラムを

企画・実施する際に活用するためのハンドブックを作成した⑴。

　本稿では、男女共同参画の地域づくりに向けた男性に対する取組について、

今後、地域における最重要課題となり得る介護の問題をとりあげて考察する。

男女共同参画の地域づくりを捉えるにあたっては、上述の調査研究成果の報

告として「男女共同参画の地域づくりに向けた学習プログラムの枠組」を紹

介し、女性 / 男女共同参画センター等がどのように地域を俯瞰しながら男性
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の学習・活動を支援するとよいのかについて述べる。

　少子高齢化や経済社会の急激な変化等にともない、これまでおもに女性の

役割とされてきた育児や介護を担う男性が徐々に増加している。ここで介護

を地域課題としてとりあげるのは、男性を対象とした施策や支援の取組、あ

るいは男性自身の活動は、現在のところ子育て関連に集中しており、超高齢

化が進む今後に向けて、男女共同参画の視点に立った介護にかかわる取組を

さらに充実させていく必要があると考えるからである。後半では、介護の問

題を切り口に、男女共同参画の地域づくりに向けて、女性 / 男女共同参画セ

ンターが男性を対象とした取組を行う意義や役割について考察を行う。

　

　　　２　男女共同参画の地域づくりに向けた男性の地域への

　　　　　参画の促進

男性の「地域」への参画の促進の意義と課題

　男女共同参画の促進に携わる担当者が、男性が家事や子育て、介護等、家

庭生活における責任を果たす「家庭への参画」だけでなく、「地域への参画」

を促進する意義は何であろうか。まずこの点を整理しておきたい。

　男性の地域への参画の意義は、「男性個々人にとっての意義」と「社会 ( 地域 )

にとっての意義」の 2 つの側面から捉えることができよう（飯島 2013）。第 3

次男女共同参画基本計画の第 3 分野「男性、子どもにとっての男女共同参画」

では、男性が参画する「地域」とは、長時間労働の抑制等、働き方の見直し

を進めて仕事との調和をめざす「育児」「介護」と同様の「生活」の１つの

領域として、あるいは定年退職者の会社からの移行を促す居場所として示さ

れている。働き盛りあるいは退職後の男性たちが、生活の領域に時間を割き、

また職場以外の居場所を持ち、新たなつながりをつくることは、１つには、

男性たち自身の孤立を防ぎ、精神的なゆとりや充足感をもたらす。男性が主

たる稼ぎ手だけでなく複数のアイデンティティを持つことや、気軽に話がで

きる仲間を持つことは、経済的な理由や仕事上の理由を動機とする男性の自
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殺の防止にもつながり得る⑵。

　男性への広報・意識啓発を展開するにあたっては、これらの「男性個々人

にとっての意義」を発信していくことが効果的だと考えられるが、男女共同

参画を推進する自治体担当者や女性 / 男女共同参画センター職員は、2 つ目

の側面である「社会（地域）にとっての意義」を取組の根拠として重視する

必要がある。特に、男女共同参画の地域づくりをめざすために男性の地域参

画を促進していくという姿勢を、ブレずに維持することが重要であろう。第

3 次男女共同参画基本計画の第 14 分野「地域、防災・環境その他の分野に

おける男女共同参画の推進」にあるように、高齢化や人間関係の希薄化、単

身世帯の増加等により山積する地域の課題に対して、「行政だけではなく、

一人ひとりが加わって『新しい公共』を創造し、地域力を高め、持続可能な

社会を築くには、地域における男女共同参画が不可欠」であり、「課題解決

型実践的活動への移行」を推進することが求められている。さまざまな地域

課題がそれぞれに関連する各分野の活動を、横断的に男女共同参画の視点で

捉えなおし、必要な取組を行っていかなくてはならない。

　ただ現状では、この「男女共同参画の地域づくり」「地域における男女共

同参画」という際の「男女共同参画」がどのようなことを示すのかについて

の認識が、職員等支援者のなかでもばらついており、結果として効果的な取

組が行われていなかったり、男女間の不平等がかえって大きくなりかねない

場合も見受けられる。男性たちが地域活動を行うことは、個人的・社会的に

意義のあることだが、地域活動を行う男性が増加することや、男女が半々ず

つ参加することが即ち男女共同参画なのではない。しかし、これらが男女共

同参画だと誤解しているような取組も、少なからずあるように思われる⑶。

　男性の地域への参画は、どのようにすれば男女共同参画の地域づくりがで

きるかを俯瞰しながら促進していかなければならない。男性の参画が進んで

いない活動分野（たとえば、子育て支援、介護等の高齢者支援等）への参加を促

進するしくみづくりや、個々の活動が固定的性別役割分担意識に基づかない

ような配慮（たとえば、補助的作業や料理、お茶出し、乳幼児の世話等を男性も担
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当する）も必要となろう。また、同時に取組むべきこととして、女性の政策・

方針過程への参画の促進がある。地域において、すでに男性は、意思決定を

行う地位のほとんどを占めており、指導的地位に女性が占める割合は極めて

低い。その結果、意識調査での男女格差に対する不平等感も高くなっている ⑷。

男女共同参画の地域づくりや男性の参画促進は、女性のエンパワーメントを

進めつつ、女性の指導的地位への参画を妨げないように、活動支援や意識啓

発を進めていくことが重要であろう。

男女共同参画の地域づくりに向けた学習プログラムの枠組

　平成 23・24 年度に実施した冒頭の調査研究では、現在、全国において実

施されている男性の家庭・地域への参画を促進する取組の実態およびその課

題を踏まえた上で、今後の効果的な事業展開に向けては、学習プログラムを

企画・実施する際の対象を整理し、俯瞰した全体像を提示することが必要で

あると考え、「男性の家庭・地域への参画の促進に関する学習プログラムの

枠組」について検討した。そしてこの枠組について成果物であるハンドブッ

ク（国立女性教育会館 2013）に掲示し解説を行った（表 1）。ここでは、この枠

組においてわけた 3 つの対象（Ⅰ～Ⅲ）について、簡単に説明する。

 　（対象Ⅰ）は「地域活動にかかわっていない男性」で、継続的な地域活動

の経験がほとんどない個々の男性を示す。現在、女性 / 男女共同参画セン

ターで実施している男性を対象とした学習プログラムのほとんどは、子育て

中の父親や退職前後の男性等、この層を対象としたものとなっている。（対

象Ⅱ）の「地域活動にかかわっている男性」は、すでに地域で活動はしてい

るけれども、男女共同参画の視点には無関心あるいは無自覚な男性を示して

いる。女性 / 男女共同参画センターでは、この（対象Ⅱ）にあたる男性に対

してはあまり学習プログラムを提供していない。伝統的な地縁団体や比較的

新しい団体・NPO 等、地域にかかわる男性の多くはこの対象に含まれてお

り、（対象Ⅱ）へのアプローチは、地域における男女格差を是正していくため

にはとても大切であるといえる。（対象Ⅲ）は「男女共同参画の地域づくりに
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かかわる支援者」で、男女共同参画の視点に立って地域活動を行い、地域に

おける男女共同参画を推進する役割を担う人材である。任意団体や NPO 法

人のメンバーとして活動する人だけでなく、女性 / 男女共同参画センターや

自治体、企業等において、職業を通して男女共同参画の地域づくりに携わる

人も、この人材といえる。また、学習者であり支援者でもあるこの（対象Ⅲ）

には、女性も含まれる。これらの支援者は、必ずしも男女共同参画の推進が

活動の主要な目的である必要はなく、たとえば子育て支援やまちづくり、介

護等の分野の活動を男女共同参画の視点を重視しつつ進めている場合を含ん

でいる。むしろ、さまざまな分野の地域活動において男女共同参画を推進し

ていくためには、多様な分野それぞれに「男女共同参画を推進する役割を担

う人材」が育成されていくことが大切である。

　この（対象Ⅰ）、（対象Ⅱ）、（対象Ⅲ）の境界はあいまいであり、どちらに

属するか明確でない場合や、時間とともに移行していく場合もあろう。そし

て、男性を対象としたこれらの取組は、男女共同参画の地域づくりに向けて、

（対象Ⅰ）や（対象Ⅱ）に属する男性を（対象Ⅲ）へと移行させていくことを目

的としているということもできる。（対象Ⅲ）へ移行した対象も、支援者と

しての力量形成や取組の方向性の共有等、継続的な学習が重要であることは

言うまでもない。

　　　３　「男性と介護」にかかわる地域課題と取組の現状

「男性と介護」問題の出現

　先述の第 3 次男女共同参画基本計画の第 14 分野にあるように、今後は地

域のさまざまな分野においてそれぞれが抱える課題を解決するための活動実

践について、男女共同参画を推進していく必要がある。本稿では、地域の重

要な課題の 1 つであり、性別による役割分担が明確になされてきた分野とし

て、介護の問題をとりあげ、男性の地域への参画について考察する。

　日本の高齢者人口（65 歳以上）は、2012（平成 24）年 10 月 1 日現在、過去最
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高の 3,079 万人となり、高齢化率（総人口に占める割合 ) は 24.1％である。今

後も高齢者人口は増加を続けると推計されており、2040 年に 3,868 万人（高

齢化率 36.1％）、その後、高齢者人口は減少するが高齢化率は上昇し、2060

年には高齢化率 39.9％ （高齢者人口 3,464 万人）と、国民の約 2.5 人に 1 人が

65 歳以上になると推計されている。これに呼応し、要介護者等（介護保険制

度における要介護者または要支援者と認定された人）も急増している。65 歳以

上の要介護者等数は、2010（平成 22）年度末には 490.7 万人となっており、65

歳以上人口の 16.9％を占めている。2001（平成 13）年度末の 287.7 万人と比べ

ると、203 万人増加している（内閣府『平成 25 年版 高齢社会白書』）。また、認

知症高齢者数（「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ⑸以上の高齢者（65 歳以上）数）

は、2010（平成 22）年には 280 万人おり、65 歳以上人口の 9.5％を占めている。

この数は今後も増加が予想され、2025（平成 37）年には 470 万人（65 歳以上人

口の 12.8％）になると推計されている（2012（平成 24）年 8 月厚生労働省公表）。

　このような超高齢化の進行、および要介護者や認知症高齢者の増加は、支

え手となる介護者の増加につながるが、性別にみると、男性の介護者の割合

が徐々に増加していることがわかる。2010（平成 22）年の調査では、要介護者

等の介護者は、64.1％が同居して介護をしており、そのうちの 69.4％が女性、

30.6％が男性となっている（図 1）。依然として女性が介護を担う割合は高い

が、男性介護者の割合は、2001（平成 13）年度調査（23.6％）と比較し、7.0 ポ

イント増加している。介護者を年齢階級別にみると、定年退職前の年代より

定年退職後の年代の介護者の割合が高い一方、60 歳未満も、男性は 35.2％、

女性 39.0％と 3 割以上を占めている。また男性では、80 歳以上の介護者の

割合が 20.5％と高くなっている（女性では 8.7％）。

　介護・看護を理由に離職・転職する人も、男女ともに増加している（図 2）。

2006（平成 18）年 10 月～ 2007（平成 19）年 9 月の介護・看護を理由とする離職・

退職者は、女性は 11.9 万人、男性は 2.6 万人で、前年より合計で約 4 万人増

加している。男女比は、女性が約 8 割とほぼ横ばいの状況である。

第 9 章　超高齢化の地域課題と男性
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図1

注　厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成 22 年）　　　　注　主な介護者の年齢不詳の者を含まない。
出所　内閣府『平成 24 年版　高齢社会白書』

図2

注　総務省「就業構造基本調査」（平成 19 年）
出所　内閣府『平成 24 年版　高齢社会白書』

　これらの状況を背景として、近年は、男性介護者の問題について、主に就

労者の介護と仕事の両立の観点から指摘され始めている（労働政策研究・研

修機構 2013、松浦 2013 ）。就労していて介護者となる割合が高いのは、50 歳

代前後の管理職の世代であり、働き盛りの男性の離職者が増加すると、企業

にも大きなダメージを与えることが懸念される。企業における仕事と介護の

両立支援の重要性は、正規雇用者の多い男性が介護に直面することになって、

初めて注目されるようになってきたといえる。今後、団塊世代の高齢化が進

み、団塊世代のジュニア層が親の介護をするようになると、介護と仕事の両

立支援は、まさに企業の人材確保と活性化の鍵になることが予想される。
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　男性のアイデンティティのゆらぎとケア役割　

　これまで、介護等のケアは主として女性の役割として捉えられ、期待され

てきた（一番ヶ瀬 2003、井上 2009、上野 2011、春日 2009）。しかし、先述のよ

うな「男性と介護」問題の出現によって、家庭において介護は女性が担うも

のといった固定的性別役割分担は、徐々に崩壊しつつある。近年の経済社会

の大きな変化にともない、稼ぎ手としての男性のジェンダー・アイデンティ

ティは揺らいでおり（多賀 2011、矢澤 2012）、男性の働き方や、育児や介護の

ケア役割へのかかわり方は、大きな転換期にあるといえる。

　男性介護者の増加には、未婚率の上昇⑹と老夫婦世帯の増加が大きくかか

わっている。津止（2007）は、主たる介護者の続柄の推移を分析した上で、増

加する「配偶者介護」と「実子介護」において、性差が縮小傾向にあること

を指摘している。また藤森（2010）は、中高年男性の単身世帯が急増している

ことを示し、「結婚をした成人子と老親との同居」は減少しているが、「配偶

者のいない成人子と老親との同居」は増えていると指摘している。つまり、

男性は、子どもに頼らずに ( あるいは子どもはおらず）老老介護として妻を介

護する場合、あるいは親と同居している未婚者が要介護になった親を介護す

る場合が多いことになる。親を介護する場合には、既婚者であっても、夫婦

共働きや親と同居しない世帯の増加等を背景として、従来の嫁による介護は

減少しており、男性も自分の親は自分で介護する場合が多くなっているとい

えよう。

　介護者が男性介護者となったこのような社会的要因を踏まえると、介護の

ケア役割のゆらぎは、子育てのケア役割のゆらぎとは異なる状況で起きてお

り、男性が介護を担うことが、家庭内（夫婦間）の性別役割分担の解消にはつ

ながっていない場合が多いことに留意しなければならないことがわかる。つ

まり、男性は、妻とケア役割を分担することを選択したわけではなく、妻あ

るいは親が要介護となって、自分が介護を担わざるを得ない状況になった

ために介護者になっている場合が多いということである。茨城県内の調査で
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は、男性介護者を女性介護者と比較した特徴の 1 つとして、自分が介護にか

かわるとは思っていなかった人が多いことを挙げている（北茨城在宅ケア研究

会 2012）。これは、男性介護者が、夫婦間で交渉したり、積極的に介護の担

い手になる準備や自覚をし、ケア役割意識やジェンダー意識について考えた

後に介護者になっているわけではないことを示唆している。

　男性介護者の地域活動のあゆみと支援の取組

　男性介護者による社会運動あるいは地域活動のあゆみは、ジェンダーにか

かわる活動として知られる限りではとても浅い⑺。1970 年代後半の「男の子

育てを考える会」発足を始まりとするいわゆる男性運動では、育児、セクシュ

アリティ、売買春、暴力等、さまざまな男性性を軸とした活動が行われてき

たが、男性の介護をテーマとした活動は全く含まれていない（石井 2013、大

山・犬束 2009）。最近では、2006（平成 18）年に発足した「NPO 法人ファザー

リング・ジャパン」の活動等に触発され、各地にたくさんの男性の NPO 法人・

団体が発足し活動しているが、これらも父親の子育てを核とした男性の家庭・

育児・地域参画／参画支援を目的としたものである。そのような中、男性の

介護をテーマとした大きな動きとして、2009（平成 21）年に、社会福祉協議会

での勤務経験が長い立命館大学の津止正敏氏を事務局長とした「男性介護者

と支援者の全国ネットワーク」が発足し、介護を経験した男性たちが、当事

者の交流や情報交換を主な目的としたネットワークをつくり始めている⑻（男

性介護者と支援者の全国ネットワーク 2010）。

　国や各自治体の施策の動向にともない、女性 / 男女共同参画センターにお

いても、従来の女性を対象とした事業に加えて、模索しつつ男性を対象とし

た事業に取組んでいる。国立女性教育会館が 2012（平成 24）年度に実施した

調査では、回答した女性関連施設 297 施設のうち、59.3％（176 施設）の施設

が男性を主な対象とした講座を実施していると答えた⑼。実施している講座

は、料理教室を含むものが多く、子育て中の父親の家事スキルの向上や父子

のふれあい、団塊世代・高齢者の生活自立を目的としたものが大半を占める。
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男性の介護をテーマとするものはまだ数少ないが、取組み始める施設もでて

きいている。同年に男性介護者に関する事業を実施しているのは 9 施設（男

性を主な対象とした講座を実施している施設全体の 5.1％）であった。

　男性の介護をテーマとした事業の内容は、技術習得講座や、講義と講義後

の交流会を組み合わせたもの等の単発事業がほとんどであるが、ここでは、

定期的に「男性介護者交流会」を行っている静岡市女性会館の取組を簡単に

紹介する⑽。同会館では、2010（平成 22）年度から男性介護者を対象とした事

業を実施しており、2012（平成 24）年 9 月からは、毎月 1 回、第 3 火曜日の

午後 2 時間、定期的に当事者の交流会を行っている。毎回、男性相談等にも

かかわる男女共同参画の視点をもつ男性 1 名がファシリテーターとして参加

し、同会館の女性職員 1 名も同席している。筆者が参加したある月の交流会

では、男性たちは、気持ちを共有しながら静かに聴いてくれる仲間がいる場

で自分たちの介護経験について語り合っており、日常の介護を、孤立したり

追い詰められたりせずに続けるための大きな力になっていることがうかがえ

た。参加者それぞれの居住地区には、男性介護者はまだ少なく、自分の感情

と向き合い、介護役割を徐々に受容するプロセスは、参加者にとって貴重な

機会となっている。特に、男女共同参画の視点に立った支援を行うことがで

きる女性 / 男女共同参画センターでは、男性が自分の私生活について語るこ

とやそれを傾聴すること、つながりをもつことや感情を表現すること等、男

性が苦手としてきた、あるいは十分に経験してこなかったコミュニケーショ

ンにかかわる特徴について、配慮しながら機会を提供することができる。

　この交流会では、自分たちの経験を語ることが少しでも他の男性介護者の

励みになればと、2013（平成 25）年 7 月に、参加者のうち 3 名が講師ととも

に登壇し、介護の体験を初めて外に対して発信した（7 月 9 日（火）開催「男性

が介護するということ」（介護体験発表および講演により構成））。これを先述の「男

女共同参画の地域づくりに向けた学習プログラムの枠組」でみると、（対象

Ⅰ）であった参加者が、（対象Ⅲ）へ移行する第一歩を踏み出したといえよう。

先にみたように、ケア役割という新たな役割を無自覚に担うことになった男
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性の介護の問題を、個々人の経験として終わらせるのではなく、女性 / 男女

共同参画センターのサポートによって地域で共有し、男性が担うケア役割を

自覚的に捉えなおしていくことは非常に大切である。　

　　　４　まとめと今後の課題

　本稿では、男性の地域への参画を促進する意義を整理し、調査研究の成果

の 1 つである「男女共同参画の地域づくりに向けた学習プログラムの枠組」

を示した。男性を対象とした取組は、地域全体を俯瞰しながら各取組がどこ

にどのように位置づけられるのかを認識しつつ、男性を含めた地域づくり人

材の養成をめざしていくことが重要であることを述べた。

　地域におけるさまざまな分野の 1 つとして、介護をとりあげた。超高齢化

が進み、要介護者や認知症高齢者のケアは、今後ますます家庭の中だけでは

解決しない地域の最重要課題となろう。ケア役割を担う男性が増加していく

にあたり、女性 / 男女共同参画センターや自治体の男女共同参画担当部局が、

地域の他機関等と連携してこの課題に取組む意義は大きく、男女共同参画の

視点に立ち課題解決を行っていく地域の人材を養成する重要な役割を期待さ

れているといえよう。急激に変化する現在の社会状況下では、だれもが悩み

や問題を抱えたり、生活困難な状態に置かれる可能性が十分にある。男性、

女性の学習・活動を支援し、地域のセーフティネットとして個々人の生活を

支えるとともに、それらの個々人が男女共同参画の視点をもち、地域づくり

を担っていくよう促していくことが求められているといえる。

　注

　⑴国立女性教育会館編（2013）および国立女性教育会館編（2012）参照。国立女性

　　教育会館ホームページよりダウンロード可

　　http://www.nwec.jp/jp/publish/report/page45.html

　　http://www.nwec.jp/jp/publish/report/page39.html
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⑵ 2012（平成 24）年の自殺者数は、女性 9,696 人に対して男性 20,955 人であった。

年齢階級、原因・動機別件数をみると、男性のほうが「経済・生活問題」「勤

務問題」を原因・動機とした件数が多く、40 歳代と 50 歳代の男性では「経済・

生活問題」が最も多い原因・動機となっている（内閣府『平成 24 年版自殺対

策白書』）。

⑶これらの問題点の詳細については、飯島（2013）においても述べている。

⑷ 2012（平成 24）年では、全国の自治会長に占める女性の割合は 4.4％、PTA 会

長（小中学校 )11.2％、都道府県防災会議委員 4.6％であった（内閣府男女共同

参画局「女性の政策・方針決定参画状況調べ」（2012 年 12 月））。また意識調

査において、「自治会や NPO などの地域活動の場における男女の地域の平等

感」は、女性の 38.3％、男性の 27.9％が、男性の方が優遇されていると回答

している（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（2012 年 10 月））。

⑸「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱの判定基準とは、「日常生活に支障を来

すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意して

いれば自立できる。」となっている。

⑹ 2010（平成 22）年の生涯未婚率（50 歳時の未婚率 ) は、男性 20.14％、女性

10.61％であった（内閣府「平成 25 年版少子化社会対策白書」）。

⑺ただし、会員同士の交流を目的とした「荒川区男性介護者の会（オヤジの会）」

は 1994（平成 6）年に発足している。会長の荒川不二夫氏は、「男性介護者と

支援者の全国ネットワーク」の代表でもある。「荒川区男性介護者の会（オヤ

ジの会 )」（オンライン）http://www.arakawa-dansei-kaigo.jp/（参照 2013-9-20)

⑻男性介護者の会の一事例として、男性介護者の集いの場の提供等を行う「男

性介護者を支援する会」（京都市）の取組や代表者の活動のプロセス等につい

ては、国立女性教育会館（2013） p.173-175 参照。

⑼国立女性教育会館が把握する全国の公設公営・公設民営の女性／男女共同参

画センター 395 施設を対象に、国立女性教育会館情報課が実施する女性関連

施設データベース調査に同封して実施した。

⑽静岡市女性会館が実施する「男性介護者交流会」の取組みについては、国立
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女性教育会館 (2013) p.100-103 参照。
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